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１ この資料について 
 

■ 凡例 
 
 

・基準：指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日 

厚生省令第３８号） 

・解釈通知：指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（平成１１年 

７月２９日老企第２２号） 

・単位数表：指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年２月１０日 

厚生省告示第２０号） 

・老企第３６号：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、 

居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費 

用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１２年 

３月１日老企第３６号） 

・県条例：香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成２４年 

１０月１２日条例第５２号） 

・市条例：高松市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成２４年 

１２月２６日条例第８５号） 

・●：運営指導等における指摘事項及び運営上の留意事項 
 

■ 基準の性格（抜粋） 

１ 基準は、指定居宅介護支援の事業及び基準該当居宅介護支援の事業がその目的を達成するた

めに必要な最低限度の基準を定めたものであり、指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介

護支援事業者は、基準を充足することで足りるとすることなく常にその事業の運営の向上に努

めなければならないものである。 

 

２ 指定居宅介護支援の事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合

には、指定居宅介護支援事業者の指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明

らかになった場合には、①相当の期限を定めて基準を遵守する勧告を行い、②相当の期限内に

勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、

③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期限を定めて当該勧

告に係る措置をとるよう命令することができるものであること。ただし、③の命令をした場合

には事業者名、命令に至った経緯等を公表しなければならない。なお、③の命令に従わない場

合には、当該指定を取り消すこと、又は取り消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若

しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当

該サービスに関する介護報酬の請求を停止させる）ができる。ただし、次に掲げる場合には、

基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、指定の全部若しくは一部の停止又は直

ちに取り消すことができるものであること。  

① 指定居宅介護支援事業者及びその従業者が、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利

用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償とし

て、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受したときその他の自

己の利益を図るために基準に違反したとき 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 
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２－Ⅰ 人員に関する基準 

１．従業者の員数 

第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定居宅介護支援事業所」

という。）ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって

常勤であるもの（以下第三条第二項を除き、単に「介護支援専門員」という。）を置かなけ

ればならない。 

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数（当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防

支援事業者の指定を併せて受け、又は法第百十五条の二十三第三項の規定により地域包括支

援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支

援事業所において指定介護予防支援（法第五十八条第一項に規定する指定介護予防をいう。

以下この項及び第十三条第二十六号において同じ。）を行う場合にあっては、当該事業所に

おける指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の

数に三分の一を乗じた数を加えた数。次項において同じ。）が四十四又はその端数を増すご

とに一とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康保険中央会

（昭和三十四年一月一日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をい

う。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用

に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システ

ムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第一項に規定する員数の基準は、

利用者の数が四十九又はその端数を増すごとに一とする。 

 

● 有効期間内の介護支援専門員証の写しが、事業所に整理・保管されていない。 

● 利用者のプラン件数が恒常的に基準を超えており、逓減による減算がある。 

● 利用者のプラン件数が、特定の介護支援専門員に偏っている。 
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２．管理者 

第三条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなけ

ればならない。  

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）第百四

十条の六十六第一号イ（３）に規定する主任介護支援専門員（以下この項において「主任介

護支援専門員」という。）でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著し

く困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員（主任介護支援専

門員を除く。）を前項に規定する管理者とすることができる。 

３ 第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次

に掲げる場合は、この限りでない。  

一 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場

合  

二 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居宅介護支援事業所の管

理に支障がない場合に限る。） 

 

●主任介護支援専門員の資格更新のための研修受講等ができておらず、代わりの主任介護支

援専門員の確保ができない。 

 

（ポイント） 

〇 基準を遵守した介護支援専門員の配置に努める。 

〇 介護支援専門員の配置は、利用者数 44 人に対して１を基準とし、利用者の数が 44 人又

はその端数を増すごとに増員することが望ましい。なお、この 44 人は、指定介護予防支

援事業者の指定を併せて受けている場合や、指定介護予防支援業務を受託するにあたって

は、指定居宅介護支援の利用者数に、指定介護予防支援の利用者の数に三分の一を乗じた

数を加えた数であること。 

〇 介護保険施設に配置された常勤専従の介護支援専門員との兼務はできない。 

〇 「介護支援専門員」とは、「介護支援専門員証の交付を受けたもの」をいう。 

〇 全ての介護支援専門員の資格者証を原本で確認し、写しを整理・保存しておく。 

〇 介護支援専門員証・主任介護支援専門員の有効期間を確認しておく。 

〇 介護保険法の基準等で「介護支援専門員」が行うことになっているものについては、介護

支援専門員の資格を有する者が行わなければならない。 
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（ポイント） 

〇 管理者は、主任介護支援専門員であって、専らその職務に常勤で従事することが原則。（管

理上支障がない場合は、①及び②との兼務可。） 

① 当該事業所の介護支援専門員 

② 他の事業所、施設等の職務（管理業務等） 

兼務する職務が当該事業所の管理業務と同時並行的に行えない場合は不可。 

〇 管理者が他の業務を兼務できるのは、居宅介護支援事業所の管理業務に支障がない場合に

限られる。 

〇 主任介護支援専門員の有効期間を確認しておく。 

〇 令和３年４月１日以降、管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門

員でなければならない。ただし、以下のようなやむを得ない理由がある場合については、

管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。 

① 令和３年４月１日以降、不測の事態（本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生

や急な退職・転居等）により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった

場合であって、その理由と今後の管理者確保のための計画書を保険者に届け出た場合、

管理者要件の適用を１年間猶予する。また、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない

場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、

この猶予期間を延長することができる。 

② 特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得でき

る場合 

〇 令和９年 3 月 31 日までの間は、令和３年３月３１日時点で主任介護支援専門員でない

者が管理者である事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護

支援専門員とする要件の適用を猶予することとしているが、指定居宅介護支援事業所にお

ける業務管理や人材育成の取組を促進する観点から、経過措置期間の終了を待たず、管理

者として主任介護支援専門員を配置することが望ましい。 

  （居宅介護支援事業所の管理者要件に係る経過措置について） 

令和３年３月３１日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である事業所につ

いては、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適

用を令和９年３月３１日まで猶予する。 
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２－Ⅱ 運営に関する基準 

１．内容及び手続の説明及び同意 

第四条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者

のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当

該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、居宅サービス計画が第一条のニに規定する基本方針及び利用者の

希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介す

るよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅

サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護

（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス

計画の数が占める割合及び前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居

宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス

事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説

明を行い、理解を得るよう努めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合に

は、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよ

う求めなければならない。 
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● 上記の内容について説明し同意を得る前に、指定居宅介護支援の提供を開始している。 

● 「重要事項説明書」の記載事項が、不十分又は記載内容に変更が生じているにも関わら

ず、修正・追加等がされていない。 

（例）・居宅介護支援費について、令和６年４月以降、単位が変更されていない。 

   ・居宅介護支援費や加算について、地域区分単価（１単位 10.21 円）を乗じてい

ない額で記載している。 

● 説明・同意・交付をしたことが記録から確認できない。同意の日付が無い。 

● 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者は複数の指

定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができることについて 

▶同意を得た文書が誤っている。⚠運営指導にて指摘多い⚠ 

誤りの例：「介護支援専門員は利用者に対して、複数のサービス事業所を提示します」 

正しい例：「利用者から介護支援専門員に対して、（略）説明を求めることができます」 

 ★上記は、『利用者』から介護支援専門員に求めることができる内容であり、介護 

支援専門員が利用者に対し行う内容ではない。 

※上記について、説明を行っていない場合は、運営基準減算の対象となる（Ｐ55 参照）。 

 

 

 

（ポイント） 

〇 「重要事項説明書」に掲載する情報の見直しを行い、利用者への正しい情報提供に努め

ること。 

〇 「重要事項説明書」は、利用申込者等が事業所を選択するために重要な事項を説明する

ためのものであるので、あらかじめ「重要事項説明書」を交付し、重要事項の説明を行

うこと。 

その後、利用申込者等がサービス提供を希望する場合に同意を得ること。同意を得る方

法は、書面によることが望ましい。 

〇 「重要事項説明書」と「運営規程」の内容の整合性がとれていること。 

※ 運営規程の内容を変更する場合は、別途、変更届の提出が必要。 

〇 利用者が病院又は診療所に入院する必要がある場合には担当の介護支援専門員の氏名

及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう、利用者又はその家族に協力を求めたこ

とが記録から確認できるようにすること。 
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２．サービス提供困難時の対応 

第五条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではなら

ない。 

第六条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域（当該指定居宅介護

支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、

利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合

は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。 

 

（ポイント） 

〇 居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。 

正当な理由とは、次のような場合等である。 

① 事業所の現員では対応しきれない場合。 

② 利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域外である場合。 

③ 利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて依頼していることが明らかな場

合。 

〇 受け入れができない場合は、他の居宅介護支援事業者の紹介を行うこと。 

 

 

３．指定居宅介護支援の基本取扱方針 

第十二条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われると

ともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。 

 

（ポイント） 

〇 業務の一層の改善を図るため、定期的に外部の者による評価を受ける方法としては、利用

者・家族へのアンケート、聞き取り等があるが、実施頻度、方法等は規定がないため、各

事業所で決めること。 

 

 

４．指定居宅介護支援の具体的取扱方針 

第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する

基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

 

（ポイント） 
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〇 利用者の課題分析から居宅サービス担当者に対する個別サービス計画の提出依頼までの

一連の業務については、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急

的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするもので

あれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それ

ぞれ位置付けられた個々の業務は、後からできるだけ早く実施すること。その結果に基づ

いて必要に応じて居宅サービス計画を見直す等、適切に対応すること。 

 

（第一号）介護支援専門員による居宅サービス計画の作成 

一 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関す

る業務を担当させるものとする。 

 

 

（第ニ号）指定居宅介護支援の基本的留意点 

二 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

二の二 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

二の三 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（第三号）継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用 

三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活

の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に

指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。 

 

（ポイント） 

〇 居宅介護支援の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、居宅介護支援の提供方法

等について理解しやすいように説明を行うこと。 

〇 継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。 

 

（ポイント） 

〇 基準上、介護支援専門員が行うことになっているものについては、介護支援専門員の登録

を行っている者が行うこと。 

〇 介護支援専門員の資格を有しない者が業務を行った場合、基準違反となる。 
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（第四号）総合的な居宅サービス計画の作成 

四 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を

支援する観点から、介護給付等対象サービス（法第二十四条第二項 に規定する介護給付

等対象サービスをいう。以下同じ。）以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該

地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に

位置付けるよう努めなければならない。 

 

● 介護保険サービス以外のサービスや支援を受けているが、インフォーマルな支援の位置

付けがない。 

 

（ポイント） 

〇 保健医療サービス又は福祉サービス、家族や地域等インフォーマルな支援を含めた総合的

な計画となるよう努めること。 

〇 サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム等に入居している場合は、その住宅

独自のサービスについても把握し、居宅サービス計画に位置付けることが望ましい。 

 

（第五号）利用者自身におけるサービスの選択 

五 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービ

スの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの

内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。 

 

（第六号）課題分析の実施 

六 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用

者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれ

ている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立し

た日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければな

らない。  

（第七号）課題分析における留意点 

七 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」と

いう。）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わな

ければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその

家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 
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● 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接してアセスメントを実施していない、

又は実施したことが記録から確認できない。 

● アセスメント実施日より数か月前の外部提供資料を転記しているため、利用者の現状と

記載内容が一致していない。 

● 課題の抽出が不十分である。 

（例）・課題分析標準項目を満たしておらず、課題の把握が十分とは言えない。 

・アセスメント表の項目（特記や解決すべき課題など）に空欄が多く、十分に課題の

抽出ができていない。 

 

 

（ポイント） 

〇 居宅サービス計画作成時には、利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接して、ア

セスメントを実施すること。 

〇 居宅サービス計画に位置付けられたサービスには、それを導き出したアセスメント記録が

必要である。 

〇 利用者の解決すべき課題の把握に当たっては、様式は問わないが、介護サービス計画書の

様式、及び課題分析標準項目の提示、課題分析標準項目（23 項目）についての全項目に

ついて実施すること。 

〇 課題分析の最後には、全体のまとめを記載し、単なる事実の列記に終らず、居宅サービス

計画の第 2 表の課題につながることを意識して、その課題の根拠、要因等も考慮し、優

先順位をつけ記載することが望ましい。 

 

（第八号）居宅サービス計画原案の作成 

八 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、

利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案

して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切な

サービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な

援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、

サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載し

た居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。 
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● 居宅サービス計画原案に位置付けた生活全般の解決すべき課題と、アセスメントから抽

出された課題に関連性がない。 

（例）・アセスメントで抽出されていない課題が、居宅サービス計画に記載されている。 

・アセスメントで抽出された課題が、居宅サービス計画に記載されていない、又は

記載が不十分。 

● 長期目標や短期目標が、具体的・段階的でなく、達成状況の評価を行いにくい設定と 

なっている。 

● 通所介護と通所リハビリテーションの利用目的が明確でない。 

● 本人が取り組むべき事項や家族による援助、保険給付以外のインフォーマル支援等の位

置付けが不十分である。 

 

（ポイント） 

〇 利用者の状態の変化を客観的に確認・評価する必要があるため、適切なアセスメントを経

て居宅サービス計画を作成すること。 

〇 アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応した内容の計画を作成する。 

〇 「短期目標」は、解決すべき課題及び長期目標に段階的に対応し、解決に結びつけるもの

であり、「短期目標」の「期間」は、長期目標の達成のために踏むべき段階として設定す

ること。 

〇 居宅サービス計画の原案には、提供されるサービスについて、その長期的な目標及びそれ

を達成するために短期的な目標並びにそれらの達成時期を明確に盛り込み、当該達成時期

には居宅サービス計画及び各指定居宅サービス等の評価を行うこと。 

〇 サービス内容は、目標の達成、課題の解決につながるような内容とすること。 

〇 通所介護又は通所リハビリテーションの複数利用の場合、必要性を判断し、それぞれの 

サービスを利用する目標、理由等を明確にすること。 

 

（第九号）サービス担当者会議等による専門的意見の聴取 

九 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成

のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置

付けた指定居宅サービス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集

して行う会議（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」とい

う。）を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下こ

の号において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の

活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）をいう。以下同じ。）の開

催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービ

ス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとす

る。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の
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医師又は歯科医師（以下この条において「主治の医師等」という。）の意見を勘案して

必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照

会等により意見を求めることができるものとする。 

 

 

● 利用者の状況等に関する情報の共有が十分に行えていない。 

（例）・サービス担当者会議への参加が、利用者と家族のみで、サービス担当者が全く出席

していない。また、サービス担当者に対し照会等により意見を求めたことが、記録か

ら確認できない。 

   ・主治医に照会により意見を求めているが、サービス担当者会議で共有できていない。 

● サービス担当者会議の要点や、担当者への照会内容についての記録が保存されていない、

又は記録の内容が十分とは言えない。 

 

 

（ポイント） 

〇 居宅サービス計画原案に位置付けられた全ての居宅サービス等の担当者を招集すること

が必要である（意見照会を含む）。 

〇 テレビ電話装置等を活用し、利用者又はその家族が参加する場合は、テレビ電話装置等の

活用について当該利用者等より同意を得なければならない。 

〇 意見照会を行うのは、次のような「やむを得ない理由」がある場合である。 

① 開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、参加が得られなかった場

合。 

② 居宅サービス計画の変更から間もない場合で、利用者の状態に大きな変化が見られな

い場合。 

③ 末期の悪性腫瘍の利用者で、心身の状態等により、主治の医師又は歯科医師の意見を

勘案して必要と認める場合。（主治の医師等の助言を得た上で、介護支援専門員がサ

ービス担当者に対する照会等により意見を求めることが必要と判断した場合を想

定。） 

〇 サービス担当者の事由により出席できない場合でも、照会等により意見を求め、その内容

を記録しておくこと。 

〇 サービス提供前までに開催すること。 
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（第十号）居宅サービス計画の説明及び同意 

十 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等につい

て、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内

容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければ

ならない。  

（第十一号）居宅サービス計画の交付 

十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を

利用者及び担当者に交付しなければならない。 

 

（ポイント） 

〇 計画開始日前に、居宅サービス計画原案の内容を説明し、文書により利用者の同意を得て、

居宅サービス計画を交付するとともに、記録上分かるようにすること。 

〇 同意を要する居宅サービス計画原案とは、居宅サービス計画書の第１～3 表及び第６・７

表の全てである。 

〇 居宅サービス計画に位置付けた全ての指定居宅サービス事業者等に交付すること。 

 

（第十ニ号）担当者に対する個別サービス計画の提出依頼 

十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対し

て、訪問介護計画（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成

十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第二十四条第一

項に規定する訪問介護計画をいう。）等指定居宅サービス等基準において位置付けられて

いる計画の提出を求めるものとする。 

 

（ポイント） 

〇 居宅介護支援事業所とサービス提供事業者の意識の共有を図る。 

〇 居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認する。 

〇 個別サービス計画の提出を求めたことが記録上分かるようにする。 

 

（第十三号）居宅サービス計画の実施状況等の把握及び評価等 

十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把

握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて居宅サー

ビス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うも

のとする。  

十三のニ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を

受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の

心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の
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医師等又は薬剤師に提供するものとする。 

（第十四号）モニタリングの実施 

十四 介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」と

いう。）に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継

続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければな

らない。  

イ 少なくとも一月に一回、利用者に面接すること。 

ロ イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、

次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪

問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ

電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。 

  （１）テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者

の同意を得ていること。 

（２）サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当  

者その他の関係者の合意を得ていること。 

   (ⅰ)利用者の心身の状況が安定していること。 

   (ⅱ)利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

   (ⅲ)介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握でき

ない情報について、担当者から提供を受けること。 

ハ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。 

 

● 一月（暦月）に一回、モニタリングを実施していない。 

（例）・月途中で新規に居宅サービス計画を作成し、サービスの利用を開始した利用者に対

し、当該月のモニタリングを行っていない。 

● モニタリングの結果の記録が不十分である。 

（例）・利用者の居宅を訪問したことや利用者に面接したことが、記録に記載されていない。 

   ・何ヶ月も同じモニタリング結果が記載されており、利用者・家族の意向・満足度等、

目標の達成度、事業所との調整内容、サービス計画の変更の必要性等について検討さ

れていない（毎月内容をコピーし、ほぼ同じ内容になっている。）。 

 

（ポイント） 

〇 少なくとも一月（暦月）に一回、利用者に面接して行うこと。また、その結果を記録する

こと。 

〇 「特段の事情」※がある場合は、その具体的な内容を記録しておくこと。 

  ※ 「特段の事情」とは、利用者の事情により利用者の居宅を訪問し、利用者に面接がで

きない場合を主として指し、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。さらに、

特段の事情がある場合には、その具体的な内容を記録しておくことが必要である。 
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○ 短期入所を長期間利用している場合のモニタリングについて、 

  生活の拠点が短期入所先であると判断した場合は、短期入所先でのモニタリングを可能と

する。ただし、自宅に戻った際に、在宅サービスを利用している場合については、在宅で

の状況を把握しておくこと。 

〇 「一月に一回」とは支援費は給付管理と一体であるという考えのもと、月末時点で一連の

流れを適切に行うことが必要であることから、たとえ月途中から支援を開始したとしても

月末までにモニタリングを行うこと。 

〇 モニタリングの記録については、様式は問わないが、記載の内容に、利用者やその家族の

意向・満足度等、目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性

等を網羅すること。 

〇 個別サービス事業者等から得た利用者の服薬状況、口腔機能その他利用者の心身又は生活

の状況に係る情報のうち必要と認められる情報について、必要に応じて主治医等に提供す

ること。 

 

（第十五号）居宅サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門

的意見の聴取 

十五 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、

居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求

めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照

会等により意見を求めることができるものとする。  

   イ 要介護認定を受けている利用者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定

を受けた場合 

   ロ 要介護認定を受けている利用者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分

の変更の認定を受けた場合 

 

（ポイント） 

第九号（サービス担当者会議等による専門的意見の聴取）参照 

 

（第十六号）居宅サービス計画の変更 

十六 第三号から第十二号までの規定は、第十三号に規定する居宅サービス計画の変更に

ついて準用する。 
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● 短期目標終了時に軽微な変更として取り扱い、基準第十三条第三号～第十二号までに掲

げる一連の業務を実施していない。 

● アセスメントや居宅サービス計画において、前回の内容の日付のみ修正しただけで、ほ

ぼ同様の内容であり、基準第十三条第三号～第十二号までに掲げる一連の業務を実施した

ことを確認できない。 

● 一連の業務を行う必要がないと判断した理由が、明確でない。（記録から確認できない。） 

 

（ポイント） 

〇 居宅サービス計画の変更に当たっては、利用者の希望による軽微な変更を除き、新規作成

時と同様の基準第十三条第三号～第十二号までに掲げる一連の業務（再アセスメント、居

宅サービス計画原案の作成、サービス担当者会議、利用者への説明、同意、利用者及び担

当者への交付、担当者に対する個別サービス計画の提出依頼）を行うこと。 

〇 「利用者の希望による軽微な変更」とは、モニタリング（再アセスメントを含む）により、

利用者の心身の状況や生活環境に変化がなく、居宅サービス計画に位置付けた総合的な方

針や生活全般の解決すべき課題、目標、サービス種別、サービス内容を変更する必要がな

い場合において、介護支援専門員が一連の業務を行う必要がないと判断したものである。

また、一連の業務を行う必要がないと判断した理由等は記録に残しておくこと。 

 ・介護保険最新情報「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」

Vol.959 令和 3年 3月 31 日 

 ・介護保険最新情報「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所

サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す

る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正に

ついて」Vol.1213 令和６年３月 15 日 

 

（第十七号）介護保険施設への紹介その他の便宜の提供 

十七 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的

に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難と

なったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、

介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 

（第十八号）介護保険施設との連携 

十八 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依

頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サ

ービス計画の作成等の援助を行うものとする。 

（第十八号の二）居宅サービス計画の届出 

十八のニ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問
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介護（厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。）を位置付ける場

合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な

理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。 

（第十八号の三）居宅サービス計画の届出 

十八の三 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居

宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例

居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費（以

下この号において「サービス費」という。）の総額が法第四十三条第二項に規定する居

宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サー

ビス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合で

あって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、当該指定居宅介護支援事業所の居

宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理

由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。 

 

 

（ポイント） 

（第十八号の二）居宅サービス計画の届出 

〇 厚生労働省が告示で定める、回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けた居宅サービ

ス計画は、「利用者の保険者である市町村」に届け出ること。 

（身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合（生活援助加算）は除く。） 

■届出が必要な生活援助の回数（1月当たり） 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基準回数 27 回 34 回 43 回 38 回 31 回 

※ 平成 30 年度厚生労働省告示第 218 号「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」 

〇 「月の途中」や「日数の少ない月」から居宅サービスの利用を開始する居宅サービス計画

を作成した場合、作成月においては厚生労働省が告示で定める回数を下回る計画であるも

のの、翌月には当該回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けた計画となった場合

は、当該回数以上になった月末までに届け出ること。 

〇 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスが必要な理由を居宅サー

ビス計画に記載すること。 

〇 一度市町村が検証した居宅サービス計画の次回の届出は、１年後でもよい。 

 

（第十八号の三）居宅サービス計画の届出 

〇 厚生労働省が告示で定める、指定居宅サービス等に係るサービス費の総額が居宅介護サー

ビス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサ

ービス費の総額に占める割合を位置付けた居宅サービス計画で、「利用者の保険者である
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市町村」の求めがあった場合には、「利用者の保険者である市町村」に届け出ること。 

■第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準 

居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係るサービス費の総額が居宅

介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合を１００分の７０以上とし、訪問介護に

係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合を１００分の６０以上とするも

の。 

〇 厚生労働省が告示で定める基準に該当する場合に、その必要性を居宅サービス計画に記載

すること。 

〇 一度市町村が検証した居宅サービス計画の次回の届出は、１年後でもよい。 

 

（第十九号、十九号の二、第ニ十号）主治の医師等の意見等 

十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービス

の利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の

意見を求めなければならない。 

十九のニ 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、

当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

二十 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医

療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示

がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置

付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師の医学的観点からの

留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行うものとする。 

 

● 医療系のサービスを位置付けているが、主治医に意見を求めていない。 

● 意見を求めた主治医に、居宅サービス計画を交付していない。 

● 医療系サービスに係る主治医の指示を確認していない。 

 

（ポイント） 

〇 主治医等に意見を求める際には、利用者の同意を得るとともに、同意を得たことが分かる

ように支援経過等に記録すること。 

〇 居宅サービス計画に医療サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリ 

テーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（訪問看護サービスを利用する場合に限る。）、看護小規模多機能型居宅介護（訪問看護 

サービスを利用する場合に限る。））を位置付けるには、主治の医師等の指示・意見等が

必要である。 

〇 主治の医師等の指示・意見等については、医療連携の重要性という趣旨から居宅サービス

計画作成時に求めることが望ましい。 
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〇 主治の医師等の指示・意見等の内容については、支援経過表等に記録すること。また、共

有すべき情報については、サービス担当者会議にて共有し、サービス担当者会議の記録に

残すこと。必要であれば居宅サービス計画に記載すること。 

〇 主治の医師等の意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については、意見を求めた主治

の医師等に交付しなければならない。 

〇 医療系サービスを位置付ける際に意見を求めることとされている「主治の医師等」に入院

中の医療機関の医師を含む。 

 

（第二十一号）短期入所生活介護及び短期入所療養介護の居宅サービス計画への位置付け 

二十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護

を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に

留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、

短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおお

むね半数を超えないようにしなければならない。 

（第二十二、二十三号）福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映 

二十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあって

は、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとと

もに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける

必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはそ

の理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。 

二十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあ

っては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載

しなければならない。 

 

● サービス担当者会議において、福祉用具の貸与又は継続して利用する必要性について、

検証していない。 

● 居宅サービス計画に、福祉用具の貸与又は継続して利用することが必要な理由等が記載

されていない。 
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（第二十四号）認定審査会意見等の居宅サービス計画への反映 

二十四 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第七十三条第二項に規定

する認定審査会意見又は法第三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サービス若し

くは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨（同

条第一項 の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類に

ついては、その変更の申請ができることを含む。）を説明し、理解を得た上で、その内

容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。 

（第二十五号）指定介護予防支援事業者との連携 

二十五 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合に

は、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図る

ものとする。 

（第二十六号）指定介護予防支援業務の受託に関する留意点 

二十六 指定居宅介護支援事業者は、法第百十五条の二十三第三項の規定に基づき、地域包

括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の

委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行

う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。 

 

（ポイント） 

〇 指定介護予防支援業務を受託するに当たっては、その業務量等を勘案し、本来行うべき指

定居宅介護支援業務の適正な実施に影響を及ぼすことのないよう配慮すること。 

〇 逓減制に係る取扱件数の算出の際には、予防件数も３分の１を乗じた数で算出されるこ 

とに注意すること。 

 

（ポイント） 

〇 福祉用具貸与・販売を居宅サービスに位置付ける場合には、サービス担当者会議を開催し、

当該計画に必要な理由を記載すること。 

〇 福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後、必要に応じて随時サービス担当者会

議を開催し、継続利用の必要性を検証し、継続利用する場合には再度居宅サービス計画に

その理由を記載すること。 

〇 居宅サービス計画に位置付けた福祉用具貸与品目と実際に貸与を受けている品目が一致

しているか確認すること。 

〇 利用者が選択制の対象となる福祉用具の貸与・販売を選択するに当たっては、利用者の身

体状況の変化の見通しに関する意見を、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士から

聴取することが考えられるが、それらの意見を踏まえ、居宅サービス計画の原案に位置付

けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者で協議し、提案を行うこと。 
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（第二十七号）地域ケア会議への協力 

二十七 指定居宅介護支援事業者は、法第百十五条の四十八第四項の規定に基づき、同条

第一項に規定する会議から、同条第二項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見

の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければな

らない。 

 

（ポイント） 

〇 地域ケア会議から資料又は情報の提供の求めがあった場合には、協力するよう努めること。 

 

 

５．管理者の責務 

第十七条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門

員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の

把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その

他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

 

（ポイント） 

〇 管理者は、 

 ① 介護支援専門員その他の従業者の管理 

 ② 利用の申込みに係る調整 

 ③ 業務の実施状況の把握 

 ④ 介護支援専門員その他の従業者に基準を順守させるために必要な指揮命令 

 を行わなければならない。 

〇 管理者は、居宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込み等に対応で

きる体制を整えておくこと。 

〇 管理者は、介護支援専門員の業務状況（訪問、モニタリング等の実施の有無、利用者に関

して担当介護支援専門員が抱えている問題点等）を十分に把握しておくこと。 

 

 

６．運営規程 

第十八条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）として次に掲げる事項を

定めるものとする。 

 一 事業の目的及び運営の方針 

 二 職員の職種、員数及び職務内容 
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 三 営業日及び営業時間 

 四 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

 五 通常の事業の実施地域 

 六 虐待の防止のための措置に関する事項 

 七 その他運営に関する重要事項 

 

（ポイント） 

〇 虐待の防止のための措置に関する事項については、第２７条の２の虐待の防止に係る、組

織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待が疑われ

る事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の対応方法等を指す内容であること。 

 

 

７．勤務体制の確保 

第十九条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できる

よう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定め

ておかなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事

業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、

介護支援専門員の補助の業務についてはこの限りでない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を

確保しなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場

において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するため

の方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

● 職員の出勤管理ができていない。 

● 月ごとの従業者の勤務表を作成していない。 

● 研修を受けていない。研修の記録を残していない。 

 

（ポイント） 

〇 勤務表は、原則管理者を含む全ての従業者を記載し、事業所ごと、月ごとに作成すること。 

〇 従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、兼務関係等を勤務表に明記すること。 

〇 研修記録の保管及び従業者全員に研修内容の周知・共有をしておくこと。 

〇 職場におけるハラスメント防止のための方針の明確化及びその周知・啓発等の雇用管理上

の措置を講ずるとともに、相談（苦情を含む。）に応じ、適切に対応するために必要な体
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制の整備等の取組を行っていること。 

 

 

８．業務継続計画の策定等 

第十九条の二 指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に

対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業

務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画

に従い必要な措置を講じなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知すると

ともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うものとする。 

 

● 研修は行っているが訓練を行っていない。 

● A３用紙１ページの簡易版 BCP を作成しており、記載項目が不足している。 

 

（ポイント） 

〇 「感染症に係る業務継続計画」及び「災害に係る業務継続計画」の項目を記載して策定す

ること。A３用紙１ページの簡易版 BCP では、記載項目の不足があるため、厚生労働省

のひな型を参考にするなどして作成すること。 

〇 研修を定期的（年１回以上）に行い、その研修の実施内容についての記録の保管及び従業

者全員に研修内容の周知・共有をしておくこと。 

〇 訓練を定期的（年１回以上）に実施していること。 

〇 「感染症に係る業務継続計画」の研修及び訓練については、感染症の予防及びまん延の防

止のための研修及び訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参 考 
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９．設備及び備品等 

第ニ十条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するととも

に、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

 

● 事業所内に相談スペースを設置しているが、相談者から事業所内にある個人情報等が見

える構造となっている。 

● 専用区画等を変更していたが、変更届を提出していない。 

 

（ポイント） 

〇 相談のためのスペース等は、利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造とする。 

〇 プライバシー保護の観点から、鍵付きの書庫を準備する等、書類の保管には十分配慮する

こと。 

〇 事業所の所在地や専用区画を変更する場合は、事前に指定権者に相談し、変更届を提出す

ること。 

 

 

１０．従業者の健康管理 

第二十一条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、

必要な管理を行わなければならない。 

 

● 従業者の健康状態について、健康診断の結果等により把握していない。 

 

 

 

１１．感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

第二十一条の二 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症

が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

 一 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおお

むね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底

を図ること。 

 二 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を

（ポイント） 

〇 従業者自らも含め、健康管理に努めること。 

〇 従業者の健康診断の結果を把握し、記録を保管しておくこと。 
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整備すること。 

 三 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びま

ん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

 

１２．掲示 

第二十二条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営

規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項（以下この条において単に「重要事項」という。）を掲示しなけれ

ばならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定によ

る掲示に代えることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければな

らない。 

 

（ポイント） 

〇 事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うこと

も差し支えない。 

〇 当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会」 

おおむね６月に１回以上定期的に開催し、その結果について、介護支援専門員に周知・共

有をすること。 

   ※居宅介護支援事業所の従業者が１名である場合、委員会を開催しないことも差し支え

ないが、指針の整備について、外部の専門家等と積極的に連携することが望ましい。 

〇 「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を

規定すること。 

〇 定期的（年１回以上）に教育及び訓練を実施すること。なお、「感染症に係る業務継続計

画」の研修及び訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

（ポイント） 

〇 運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提

供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した

評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項の掲示を行う。 

〇 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又

はその家族に対して見やすい場所のことである。（例：相談室、玄関） 
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１３．秘密保持 

第二十三条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由

がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な

措置を講じなければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い

る場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ておかなければならない。 

 

● 介護支援専門員等が従業者でなくなった後においても、業務上知り得た秘密を漏らすこ

とがないようにする必要な措置が取られていない。 

 

（ポイント） 

〇 従業者等である間はもちろん、従業者等でなくなった後においても秘密を保持すべき旨の

取決め等をすること。 

〇 家族の個人情報を利用する可能性もあるため、利用者だけでなく家族についても記名でき

る様式にしておくこと。 

〇 個人情報漏洩防止のため、保管庫は施錠可能なものとし、中のファイル等が見えないよう

にすること。 

※ 個人情報の取扱いについては「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイドライン」等を参照。 

 

 

１４．苦情処理 

第二十六条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サ

ービス計画に位置付けた指定居宅サービス等（第六項において「指定居宅介護支援等」と

いう。）に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならな

い。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録

しなければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第二十三条の規

定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員

からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力

するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従
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って必要な改善を行わなければならない。  

４ 指定居宅介護支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を

市町村に報告しなければならない。  

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第四十一条第一項 

に規定する指定居宅サービス又は法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サー

ビスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援

助を行わなければならない。  

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国

民健康保険団体連合会が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、自

ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を

受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。  

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前

項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 

● 苦情を受け付けた事例が無いため、様式の整備をしていない。 

● 苦情の内容を踏まえた、サービスの質の向上に向けた取組を行えていない。 

 

（ポイント） 

〇 苦情処理に関する記録様式を整備し、苦情を受け付けた場合は、苦情の内容等を記録する

こと。また、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を行うこと。 

 

 

１５．事故発生時の対応 

第二十七条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により 

事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な

措置を講じなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき

事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

● 事故が発生していないため、記録様式の整備をしていない。 

● 事故が発生した場合の対応方法について、あらかじめ定めていない。 
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（ポイント） 

〇 事故処理に関する記録様式を整備し、事故が発生した場合は、事故の状況や、その後の処

置について記録し、再発防止に取り組むこと。 

〇 損害賠償保険に加入している場合は、その内容について把握しておくこと。 

〇 事故報告については、「高松市介護サービスの提供時における事故の報告に関する事務取

扱要領」を参照。 

 

 

１６．虐待の防止 

第二十七条の二 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次

の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

 一 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するととも

に、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

 二 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

 三 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための

研修を定期的に実施すること。 

 四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

● 「虐待の防止のための対策を検討する委員会」で検討することとされている項目につい

て検討されていない。 

 

（ポイント） 

〇 「虐待の防止のための対策を検討する委員会」を定期的に開催し、その結果について、介

護支援専門員に周知・共有をすること。 

〇 「虐待の防止のため指針」を整備していること。 

〇 定期的（年１回以上）に研修を実施するとともに、新規採用時には必ず研修を実施してい

ること。 

〇 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置していること。 

 

 

１７．会計の区分 

第二十八条 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅

介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。 

 



31 

 

● 同一法人で実施されている他の事業と会計が区分されていない。 

 

（ポイント） 

〇 同一法人内に複数事業所がある場合であっても、事業所ごとに会計を区分すること。 

 

 

１８．記録の整備 

第二十九条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号

に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。  

一 第十三条第十三号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録  

二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳  

イ 居宅サービス計画 

ロ 第十三条第七号に規定するアセスメントの結果の記録 

ハ 第十三条第九号に規定するサービス担当者会議等の記録 

ニ 第十三条第十四号に規定するモニタリングの結果の記録 

 三 第十三条第二項の三の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四 第十六条の規定による市町村への通知に係る記録  

五 第二十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録  

六 第二十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記   

  録 

 

（ポイント） 

〇 H26年 4 月からは、香川県条例（高松市条例）により、5年間保存としている。 

（県条例第 3 条別表第２（市条例第 3 条別表第２）） 
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２－Ⅲ 居宅介護支援費算定に関する基準（介護給付費単位数表） 

 

１．居宅介護支援費 

（１） 居宅介護支援費の算定について 

① 月の途中で、利用者が死亡又は施設に入所した場合 

   → 死亡又は施設入所等の時点で居宅介護支援を行っており、給付管理票を国保連合

会に届け出ている事業所について、居宅介護支援費を算定することができる。 

 

  ② 月の途中で、事業所の変更がある場合 

   → 月末時点で居宅介護支援を行い、給付管理票を国保連合会に提出する事業所のみ

居宅介護支援費を算定することができる。 

 

  ③ 月の途中で要介護度に変更があった場合 

   → 月末時点での要介護度区分に応じて居宅介護支援費を算定することができる。 

 

  ④ 月の途中で、他の市町村に転出する場合 

   → 転出前の担当事業所と転出後の担当事業所がそれぞれ給付管理票を作成し、双方

とも居宅介護支援費を算定することができる。 

この場合、それぞれの給付管理票を同一の事業所が作成した場合であっても、そ

れぞれについて居宅介護支援費を算定することができる。 

 

  ⑤ サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合 

   → 給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。ただし、病院

若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設（以下「病

院等」という。）から退院又は退所する者等であって、医師が一般に認められてい

る医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者については、モニタリ

ング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理票の作成など、請求に当たって

必要な書類の整備を行っている場合は、居宅介護支援費を算定することができる。

その場合は、算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等に記録を残

すとともに、その記録を保管しておくこと。 
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（２） 取扱件数の計算方法 

   指定居宅介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている利用者）の総数

に、当該事業所が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受けている、又は地域包括支

援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援

に係る利用者（総合事業のみ利用している利用者は除く）の数に３分の１を乗じた数を

加えた数を、当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して

得た数により該当する区分を適用する。 

 

（３） 居宅介護支援費の割り当て 

 ①居宅介護支援費Ⅰ 

 取扱件数 要介護１・２ 要介護３・４・５ 

居宅介護支援費（ⅰ） 45 件未満 1,086 単位／月 1,411 単位／月 

居宅介護支援費（ⅱ）※１ 45 件以上～60 件未満 544 単位／月 704 単位／月 

居宅介護支援費（ⅲ）※１ 60 件以上 326 単位／月 422 単位／月 

  ※1：45 件未満は居宅介護支援費Ⅰ（ⅰ）を、45 件以上 60 件未満の部分は同（ⅱ）を適

用、60 件以上の部分は同（ⅲ）を適用する。 

  ※2：利用者の契約日が古いものから順（※3）に、１件目から 44 件目（常勤換算方法で１

を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、45 にその数を乗じた数から１を

減じた件数まで）については居宅介護支援費（ⅰ）を算定し、45 件目（常勤換算方法

で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、45 にその数を乗じた件数）

以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費（ⅱ）又は（ⅲ）を算定す

る。 

※3：利用者については契約日順に並べることとしているが、契約日が同一である場合、居

宅介護支援費の区分が異なる 44 件目と 45 件目又は 59 件目と 60 件目において、そ

れぞれに当たる利用者の報酬単価が高い利用者から先に並べることとし、45 件目又は

60 件目に報酬単価が低い利用者を位置付ける。 

②居宅介護支援費Ⅱ 

以下の全てに該当する場合は居宅介護支援費Ⅱを算定することができる。 

・公益社団法人国民健康保険中央会「ケアプランデータ連携システム」の利用 

 「ケアプランデータ連携システム」の利用申請をし、クライアントソフトをインス 

トールしている場合に当該要件を満たしていることとする。当該システムによる他の

居宅サービスとのデータ連携の実績は問わない。 

・事務職員の配置 

 指定居宅介護支援等基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する

職員とするが、勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。当該事業所内の配置に
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限らず、同一法人内の配置でも認められる。勤務時間数については特段の定めを設け

ていないが、当該事業所における業務の実績を踏まえ、適切な数の人員配置とするこ

と。 

※居宅介護支援費Ⅱを算定する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（加

算の届出）の提出が必要です。 

 

 取扱件数 要介護１・２ 要介護３・４・５ 

居宅介護支援費（ⅰ） 50 件未満 1,086 単位／月 1,411 単位／月 

居宅介護支援費（ⅱ）※１ 50 件以上～60 件未満 527 単位／月 683 単位／月 

居宅介護支援費（ⅲ）※２ 60 件以上 316 単位／月 410 単位／月 

   

  ※1：50 件未満は居宅介護支援費Ⅱ（ⅰ）を、50 件以上 60 件未満の部分は同（ⅱ）を適

用、60 件以上の部分は同（ⅲ）を適用する。 

  ※2：利用者の契約日が古いものから順（※3）に、１件目から 49 件目（常勤換算方法で１

を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、50 にその数を乗じた数から１を

減じた件数まで）については居宅介護支援費Ⅱ（ⅰ）を算定し、50 件目（常勤換算方

法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、50 にその数を乗じた件数）

以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費Ⅱ（ⅱ）又は（ⅲ）を算定

する。 

※3：利用者については契約日順に並べることとしているが、契約日が同一である場合、居

宅介護支援費の区分が異なる 49 件目と 50 件目又は 5９件目と６０件目において、そ

れぞれに当たる利用者の報酬単価が高い利用者から先に並べることとし、49 件目又は

６０件目に報酬単価が低い利用者を位置付ける。 

 

（４） 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定 

指定居宅介護支援に要する費用の額は、厚生労働大臣が定める１単位の単価（※１）

に、上記（３）の単位数を乗じて算定する。（※２） 

※１：地域区分ごとの１単位の単価 ⇒ 高松市は、「７級地 10.21円」。 

※２：１未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 
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２．加算・減算 
 

（１） 特別地域居宅介護支援加算 

 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指

定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の 100 分の 15 に相当する単位数を所定単位数

に加算する。 

 

（２） 中山間地域等居住者サービス提供加算 

 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住してい

る利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定居宅介護支援を行った場合は、所定

単位数の 100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

 

（３） 初回加算 ３００単位 

 指定居宅支援事業所において、次のような場合に算定される。 

  ① 新規に居宅サービス計画を作成する場合 

  ② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 

  ③ 要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 

 

● 過去２か月以上、居宅介護支援費が算定されていないが、支援再開時に以前の計画を継

続したため、居宅サービス計画を作成していないにも関わらず算定していた。 

 

（ポイント） 

〇 契約の有無に関わらず、過去２か月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援

を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、居宅サービス計画を作成（新

規と同様の一連のケアマネジメントを実施）している場合は、算定できる。 

〇 運営基準減算（50／100）で支援費を算定している場合、初回加算は算定できない。 

〇 退院・退所加算と併せて算定することはできない。 

〇 上記③ 要介護状態区分が 2 区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場

合に該当するのは法令上当該加算算定において「要介護１～５の認定者」のみを指す。要

支援認定者は該当しない。 
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（算定時の確認事項） 

算定可能な主な状況として、 

□ 新規に居宅サービス計画を作成した。 

□ 要支援者が要介護認定を受けた場合に、居宅サービス計画を作成した。 

□ 要介護状態区分が２区分以上変更し、居宅サービス計画を作成した。 

□ 過去２か月以上、居宅介護支援が算定されておらず、新規と同様の一連のケアマネジ

メントを適切に実施した。 

さらに、 

□ 運営基準減算がない。 

□ 退院・退所加算を算定していない。 

 

（４） 特定事業所加算 

中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、事業所全体とし

てより質の高いケアマネジメントを実施している居宅介護支援事業所に対して、一定単位数を

加算する。 

 

① 趣旨 

   特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専

門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、

地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。 

 

② 基本的取扱方針 

 特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）又は（A）を算定する事業所について、 

  ・公平中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所である。 

 ・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援

困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護

支援事業所である。 

 

③ 厚生労働大臣が定める基準 （平成 27 年厚生労働省告示第 84 号） 
 

イ 特定事業所加算（Ⅰ） ５１９単位 

(１) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を２名以上配置して

いること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該

指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職
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務と兼務をしても差し支えないものとする。 

(２) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を３名以上配置している

こと。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定

居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事

業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 

(３) 利用者に関する情報又はサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とし

た会議を定期的に開催すること。 

(４) 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保

していること。 

(５) 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３～５である者の占

める割合が１００分の４０以上であること。 

(６) 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施して

いること。 

(７) 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援

が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。 

(８) 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、

高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加してい

ること。 

(９) 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 

(10) 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指

定居宅介護支援事業所の介護支援専門員 1 人当たり 45 名未満であること。ただし、居

宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は 50 名未満であること。 

(11) 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」

等に協力又は協力体制を確保していること 

(12) 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施し

ていること。 

(13) 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービ

ス（介護給付等対象サービス（法第 24 条第 2 項に規定する介護給付等対象サービスを

いう。）以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動

によるサービス等をいう。）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成してい

ること。 

 

ロ 特定事業所加算（Ⅱ） ４２１単位 

(１) イ(２)、(３)、(４)及び(６)から(13)までの基準に適合すること。 
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(２) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置しているこ

と。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定

居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務

と兼務をしても差し支えないものとする。 

 

ハ 特定事業所加算（Ⅲ） ３２３単位 

(１) イ(３)、(４) 及び(６)から(13)までの基準に適合すること。 

(２) ロ(２)の基準に適合すること。 

(３) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を 2 名以上配置してい

ること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該

指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防

支援事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 

 

ニ 特定事業所加算（A） １１４単位 

(１) イ(３)、(４) 及び(６)から(13)までの基準に適合すること。ただし、イ(４)、(６)、(11)

及び(12)の基準は他の同一の居宅介護支援事業所との連携により満たすこととしても

差し支えないものとする。 

(２) ロ(２)の基準に適合すること。 

(３) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を 1 名以上配置してい

ること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指

定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援

事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 

(４) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員を常勤換算方法（当該指定居宅

介護支援事業所の従業者の勤務延時間数を当該指定居宅介護支援事業所において常勤

の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定居宅介護支援事業所の従業

者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。）で一以上配置していること。

ただし、当該介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所（(１)で連携している他の居宅

介護支援事業所がある場合は、当該連絡先の居宅介護支援事業所に限る。）の職務と兼

務をしても差し支えないものとし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がな

い場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある

指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 
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● P38のイ(３)の会議について ⚠注意⚠ 

   ・会議の内容が、日々の業務連絡のみとなっている。 

   ・議事について、記録を作成・保存していない。 

   ・会議をおおむね週 1 回以上開催していない。 
 

● 研修計画は定めているが、非常勤も含め全介護支援専門員ごとの個別具体的な研修の目

標を定めていない。 

● P39 のイ(12)の研修会等について、次年度が始まるまでに、次年度の計画を定めてい

ない。 

 

（ポイント） 

■ 配置について 

 〇 特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件として、常勤かつ専従の介護支援専門員 3 名とは別に、 

主任介護支援専門員 2 名を置く必要がある。⇒ 合計 5 名 

〇 特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件として、常勤かつ専従の介護支援専門員 3 名とは別に、 

主任介護支援専門員を置く必要がある。⇒ 合計 4 名 

〇 特定事業所加算(Ⅲ)の算定要件として、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、 

主任介護支援専門員を置く必要がある。⇒ 合計 ３名 

○ 特定事業所加算(A)の算定要件として、常勤かつ専従の介護支援専門員１名並びに常勤

換算方法で 1 の介護支援専門員とは別に、主任介護支援専門員を置く必要がある。 

⇒ 合計 ３名 

※ 特定事業所加算（A）を算定する事業所について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に

支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えない。 

○ 当該常勤換算方法で 1 の介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所（連携先事業所に

限る。）の職務と兼務しても差し支えないが、当該兼務に係る他の業務との兼務につい

ては、介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えな

いものであり、当該他の業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すものでは

ない。 

■ 定期的に開催する会議について 

〇 定期的に開催する会議の開催頻度は、おおむね週１回以上であること。 

○ 会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報

保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた
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めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

〇 定期的に開催する会議の議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 
 

(1) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

(2) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

(3) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 

(4) 保健医療及び福祉に関する諸制度 

(5) ケアマネジメントに関する技術 

(6) 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 

(7) その他必要な事項 
    

〇 議事については、記録を作成し保存すること。 

■ 24時間連絡可能な体制について 

○ 常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じるこ

とが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介護支援専門員

が輪番制による対応等も可能であること。 

○ 特定事業所加算(A)を算定する事業所については、携帯電話等の転送による対応等も可

能であるが、連携先事業所の利用者に関する情報を共有することから、指定居宅介護支

援等基準第 23 条の規定の遵守とともに、利用者又はその家族に対し、当該加算算定事

業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行い、同意を得ること。 

■ 計画的に研修を実施していることについて 

〇 当該事業所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と、当該研修実施のた

めの勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員（非常勤も含めた全介護支援専

門員）について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年

度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。 

 ○ 特定事業所加算（A）を算定する事業所については、連携先事業所との共同開催による

研修実施も可能である。 

■ 取り扱う利用者数について 

○ 原則として事業所単位で平均して介護支援専門員１名当たり 45 名未満（居宅介護支援

費（Ⅱ）を算定している場合は 50名未満）であれば差し支えないこととする。ただし、

不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮

しなければならないこと。 

■ 協力及び協力体制について 

○ 現に研修における実習等の受入が行われていることに限らず、受入が可能な体制が整っ

ていること。そのため、当該指定居宅介護支援事業所は、研修の実施主体との間で実習

等の受入を行うことに同意していることを、書面等によって提示できるようにするこ
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と。 

 ○ 特定事業所加算（A）を算定する事業所については、連携先事業所との共同による協力

及び協力体制も可能である。 

■ 他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取組について 

○ 特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所として、地

域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にある

ことから、同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検

討会等の取組を、自ら率先して実施していかなければならない。なお、事例検討会等の

内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について、毎年度少なくとも次年度が始ま

るまでに次年度の計画を定めなければならない。 

 ○ 特定事業所加算（A）を算定する事業所については、連携先事業所との協力による研修

会等の実施も可能である。 

■ 多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスについて 

○ 多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは、介護給付

等対象サービス（介護保険法第 24 条第 2 項に規定する介護給付等対象サービスをい

う。）以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動

によるサービス等のこと。 

※ 例：・市町村保健師等が居宅を訪問して行う指導等の保健サービス 

・老人介護支援センターにおける相談援助 

・市町村が一般施策として行う配食サービス 

・寝具乾燥サービス 

・当該地域の住民による見守り 

・配食、会食などの自発的な活動によるサービス等 

・精神科訪問看護等の医療サービス 

・はり師・きゅう師による施術、保健師・看護師・柔道整復師・ 

あん摩マッサージ指圧師による機能訓練など 

■ 情報の提供 

○ 特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極

的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど、利用者に対する情報提供を行

うこと。また、利用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解

できるよう説明を行うこと。 

■ 手続 

〇 毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、保管するとともに、市町

村長から求めがあった場合については、提出すること。 
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（５） 特定事業所医療介護連携加算 １２５単位 

日頃から医療機関等との連携に関する取組をより積極的に行う事業所に対して、所定単位

数を加算する。 

イ 特定事業所医療介護連携加算を算定する前々年度の 3 月から前年度の 2 月までの間にお

いて退院・退所加算（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロ、（Ⅱ）イ、（Ⅱ）ロ又は（Ⅲ）の算定に係る病

院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数（第八十五号

の二イからホまでに規定する情報の提供を受けた回数をいう。）の合計が 35 回以上であ

ること。 

※ 例：退院・退所加算（Ⅰ）イ、ロ → 連携回数 1 回 

    退院・退所加算（Ⅱ）イ、ロ → 連携回数 2 回 

    退院・退所加算（Ⅲ）    → 連携回数３回 

   のため、 

    退院・退所加算（Ⅰ）10 回算定 連携回数 1回×10 回＝10回 

    退院・退所加算（Ⅱ）10 回算定 連携回数 2回×10 回＝20回 

    退院・退所加算（Ⅲ）  ２回算定 連携回数 3回×2回＝6 回 

    上記 10回＋20 回＋6回＝36 回← 要件を満たす。 

 

ロ 特定事業所医療介護連携加算を算定する前々年度の 3 月から前年度の 2 月までの間にお

いてターミナルケアマネジメント加算を 15 回以上算定していること。 

⚠注意⚠ ターミナルケアマネジメント加算算定実績の経過措置 

  ［令和 7 年４月１日から令和８年 3 月 31 日まで］ 

   令和 6 年 3 月におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数に３を乗じ

た数に令和6年4月から令和7年2月までの間におけるターミナルケアマネジ

メント加算の算定回数を加えた数が 15 以上である場合に要件を満たす 

 

ハ 特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定していること。 

 

（６） 入院時情報連携加算 

利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該

利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合に算定する。 

 

イ 入院時情報連携加算（Ⅰ） ２５０単位 

入院当日（入院の日以前に当該利用者に係る情報を提供した場合には当該情報を提供した日

を含み、指定居宅介護支援事業所における運営規程に定める営業時間終了後に、又は運営規程

に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業日以外の日に入院した場合には当該入院した日

の翌日を含む。）に、医療機関の職員に対して必要な情報※１を情報提供していること。 
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ロ 入院時情報連携加算（Ⅱ） ２００単位 

入院した日の翌日又は翌々日（上記（Ⅰ）に規定する入院した日を除き、運営規程に定める

当該指定居宅介護支援事業所の営業時間終了後に入院した場合であって、当該入院した日から

起算して３日目が運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業日以外の日に当たる

ときは、当該営業日以外の日の翌日を含む。）に、医療機関の職員に対して必要な情報※１を

提供していること。 

 

※１：「必要な情報」とは 

・ 当該利用者の入院日 

・ 当該利用者の心身の状況（例えば疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など） 

・ 生活環境（例えば家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況など） 

・ サービスの利用状況  

★厚生労働省の標準様式例（令和３年４月版介護報酬の解釈 単位数表編 Ｐ８６８）参照 

 

※２：情報提供を行った日時、場所（医療機関へ出向いた場合）、内容、提供手段（面談、FAX

等）等について、居宅サービス計画等に記録すること。なお、情報提供の方法としては、

居宅サービス計画等の活用が考えられる。 

 

〇令和３年 4 月版介護報酬の解釈 ＱＡ・法令編 Ｐ１８６ 

（Ｑ２５） 

 先方と口頭でのやりとりがない方法（ＦＡＸやメール、郵送等）により情報提供を行った場

合には、送信等を行ったことが確認できれば、入院時情報連携加算の算定は可能か。 

（答） 

 入院先の医療機関とのより確実な連携を確保するため、医療機関とは日頃より密なコミュニ

ケーションを図ることが重要であり、ＦＡＸ等による情報提供の場合にも、先方が受け 

取ったことを確認するとともに、確認したことについて居宅サービス計画等に記載しておか

なければならない。 

 

●入院した翌日を１日目として算定している。⇒『入院した日』を１日目とすること。 

●記録が不十分又は確認できない。 

（例）・当該病院又は診療所の職員に対して情報提供を行ったことが、記録で確認できない。 

・情報提供を行った場所や内容、提供手段等について、記録で確認できない。 

●必要な情報を網羅しているとは言い難い。 
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（ポイント） 

〇 情報の提供方法は問わない。 

〇 利用者１人につき１月に１回を限度として算定。 

〇 入院した日を「1 日目」とすること。 

〇 文書で情報提供した場合は、その写しを保存すること。 

〇 以下の例示を参照すること（引用：介護保険最新情報「令和６年度介護報酬改定に関する 

Ｑ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日）」の送付について Vol.1225 令和６年３月

15 日）。 

 

 

（算定時の確認事項） 

□ 利用者が入院当日に情報提供  ⇒ 入院時情報連携加算（Ⅰ） 

□ 利用者が入院してから３日以内に情報提供  ⇒ 入院時情報連携加算（Ⅱ） 

□ 「必要な情報」（P43 の※１参照）が提供されている。 

□ 利用者１人につき１月に１回の算定である。 

□ 文書で情報提供した場合は、その写しを保存している。 

□ 情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段等について記録している。 

 

（７） 退院・退所加算 

病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設への

入所をしていた者が退院・退所に当たり、当該病院等の職員と面談し、必要な情報の提供を受

けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅または地域密着型サービスの利用に関する調整を行

った場合には、当該利用者の居宅サービス又は地域密着型サ－ビスの利用開始月に算定する。 
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イ 退院・退所加算（Ⅰ）イ ４５０単位  【連携 1 回、カンファレンス参加：無】 

病院等の職員から、利用者に係る必要な情報の提供を、カンファレンス以外の方法により、１

回受けている場合。 

 

ロ 退院・退所加算（Ⅰ）ロ ６００単位  【連携 1 回、カンファレンス参加：有】 

病院等の職員から、利用者に係る必要な情報の提供を、カンファレンス（※１）により、１回

受けている場合。 

 

ハ 退院・退所加算（Ⅱ）イ ６００単位  【連携 2 回、カンファレンス参加：無】   

病院等の職員から、利用者に係る必要な情報の提供を、カンファレンス以外の方法により、２

回以上受けている場合。 

 

二 退院・退所加算（Ⅱ）ロ ７５０単位  【連携 2 回、カンファレンス参加：有】 

病院等の職員から、利用者に係る必要な情報の提供を２回受けており、うち１回以上はカンフ

ァレンス（※１）によること。 

 

ホ 退院・退所加算（Ⅲ） ９００単位    【連携 3 回、カンファレンス参加：有】 

病院等の職員から、利用者に係る必要な情報の提供を３回以上受けており、うち１回以上はカ

ンファレンス（※１）によること。 

 

（ポイント） 

共通事項 

〇 初回加算を算定する場合は算定できない。 

〇 「利用者に関する必要な情報」については、厚生労働省の標準様式例（令和３年４月版介

護報酬の解釈 単位数表編 Ｐ８６９）を参照。事業所独自で作成した様式等を使用して

もよい。 
 

  ※ 厚生労働省の標準様式例以外を使用する場合は、厚生労働省の標準様式例で示

された項目を、概ね網羅しておくことが必要であるため注意すること。 

※ 平成 30年度改正により、項目が増え、聞き取り日が 3回まで記入できるが、

聞き取り日ごとにどの情報を得たのか分かるように記載すること。 

 

〇 医師等からの要請がなくても、介護支援専門員が、あらかじめ医療機関等の職員と面談に

係る日時等の調整を行った上で、情報を得た場合にも算定できる。 

〇 原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいものとされ

ているが、退院後 7日以内に情報を得た場合には算定できる。 

〇 退院・退所した月の翌月末までにサービスが提供されなかった場合は算定できない。 
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（令和６年 4 月版介護報酬の解釈 ＱＡ・法令編 Ｐ１７２ Ｑ２６参照） 

〇 面談で得た必要な情報が、退院後の居宅サービス計画に反映されていること。 

〇 入院又は入所期間中 1 回のみ算定できる。 

〇 同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合は又はカンファレンスに参加した場合で

も、1回として算定する。 

○ 面談は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし、利用者又はその家族（以

下「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について

当該利用者等の同意を得なければならない。 

○ テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

病院又は診療所の場合 ※１：カンファレンスについて 

イ 病院又は診療所 

  診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）別表第１医科診療報酬点数表

の退院時共同指導料２の注３の要件を満たし、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合に

あっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加

するもの。 

＜診療報酬の算定方法 別表第１医科診療報酬点数表 退院時共同指導料２＞ 

注１：保険医療機関に入院中の患者について、当該保険医療機関の保険医又は

看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、

退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療養担当医療機関

の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄

養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在

宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの

看護師等（准看護師を除く。）、理学療法士、作業療法士若しくは言語

聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該患

者が入院している保険医療機関において、当該入院中１回に限り算定す

る。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該

患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担

当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等又は

在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーション

の看護師等（准看護師を除く。）と１回以上、共同して行う場合は、当

該入院中２回に限り算定できる。 

注 2：（略） 
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注 3：注１の場合において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、

在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医

師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問

看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）、理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員（介護保険法第７条第５項

に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。）又は相談支援専門員（障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 24 年厚生労

働省令第 28 号）第３条第１項又は児童福祉法に基づく指定障害児相談

支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第29

号）第３条第１項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。）のう

ちいずれか３者以上と共同して指導を行った場合に、多機関共同指導加

算として、2,000 点を所定点数に加算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）別表第１医科診療報酬点数表

の退院時共同指導料２の注３の要件を満たし、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合

にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が

参加するもの。 

〇 カンファレンス（※２）に参加した場合は、別途定める様式（令和３年４月版介護報酬の

解釈 単位数表編 Ｐ８６９）ではなく、カンファレンスの日時、開催場所、出席者、内

容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写し

 

カンファレンス参加者のメンバー要件 ⚠注意⚠ 

 入院医療機関 

  □ 医師又は看護師等のうち 1 名 

 在宅（以下から３名（３機関）以上） 

  □ 介護支援専門員 

  □ 在宅療養を担う医師又は看護師等 

  □ 在宅療養を担う歯科医師又は歯科衛生士 

  □ 保険薬局の薬剤師 

□ 訪問看護ステーションの看護師（准看護師を除く）、理学療法士、 

作業療法士、言語聴覚士 

 ※ 参加人数ではなく、機関数を確認すること。 

 
 特に 
注意！ 
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（※3）を添付すること。 

 

※2：診療報酬の算定方法 別表第１医科診療報酬点数表退院時共同指導料 2 の注 3 の要

件を満たすもの。 

 

※3：「文書の写し」とは、 

医療機関が作成し、利用者又は家族に提供した情報の写し（利用者又は家族が医療機関

からもらった文書）が必要。具体例として、カンファレンスに係る会議の概要、開催概

要、連携記録等。「文書の写し」がない場合、加算の算定はできない。※2 のカンファ

レンスに参加している場合、医療機関側から利用者・家族に、退院時指導として文書が

渡されていることが前提となるため、「利用者・家族に提供された文書の写し」を保管

しておくこと。 

※４：「地域包括ケア病棟」「回復期リハビリテーション病棟」では包括の診療報酬であり、

退院時共同指導料を算定しない（その他医療機関が退院時共同指導料算定の有無に関

わらず）が、診療報酬上の退院時共同指導料２で示されている要件（カンファレンス

への参加機関数及び参加職種）を満たすカンファレンスが行われ、医療機関が作成し、

利用者又は家族に提供された、退院に際しての留意点や指導内容等の「文書の写し」

がある場合は算定可能である。 

 
 

病院又は診療所以外の施設からの退所（院）の場合 ※１：カンファレンスについて 
 

ロ 地域密着型介護老人福祉施設 

  指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年 3月 14

日厚生労働省令第 34号。以下このロにおいて「基準」という。）第 134条第 6項及び第

7 項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者への情報提供等を行うにあたり実施

された場合の会議。ただし、基準第 131 条第 1項に掲げる地域密着型介護老人福祉施設に

置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の

貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供

する作業療法士等が参加すること。 

 

ハ 介護老人福祉施設 

  指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年 3 月 31 日厚生

省令第 39 号。以下このハにおいて「基準」という。）第 7 条第 6項及び第 7 項に基づき、

入所者への援助及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場

合の会議。ただし、基準第 2 条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又

はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっ
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ては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加する

こと。 

 

ニ 介護老人保健施設 

  介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 11 年 3 月 31   

日厚生省令第 40 号。以下このニにおいて「基準」という。）第 8 条第 6 項に基づき、入

所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合

の会議。ただし、基準第 2 条に掲げる介護老人保健施設に置くべき従業者及び入所者又は

その家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあって

は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するこ

と。 

 

ホ 介護医療院 

  介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30 年 1 月 18 日厚生

労働省令第 5 号。以下このホにおいて「基準」という。）第 12 条第 6 項に基づき、入所

者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の

会議。ただし、基準第 4 条に掲げる介護医療院に置くべき従業者及び入所者又はその家族

が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要

に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

 

カンファレンスメンバー要件 

病院又は診療所以外の施設 

  □ 利用者の状態を把握している職員（令和３年４月版介護報酬の解釈 指定

基準編に記載されている各施設の人員基準に含まれる職種）1 名以上 

 在 宅 

  □ 居宅介護支援事業所の介護支援専門員 

 その他 

  □ 利用者又は家族 ＊出席必須 

 

【令和６年度４月版介護報酬の解釈 ＱＡ・法令編 Ｐ１７５】 

（Ｑ３５） 

 退院・退所加算（Ⅰ）ロ、（Ⅱ）ロ及び（Ⅲ）の算定において評価の対象となる

カンファレンスについて、退所施設の従業者として具体的にどのような者の参加が

想定されるか。 

（答） 

 退所施設からの参加者としては、当該施設に配置される介護支援専門員や生活相



50 

談員、支援相談員等、利用者の心身の状況や置かれている環境等について把握した

上で、居宅介護支援事業所の介護支援専門員に必要な情報提供等を行うことができ

る者を想定している。 

 〔編注：令和３年度介護報酬改定により、退院・退所後に福祉用具の貸与が見込

まれる場合は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や作業療法士等が参加するもの

とされている〕 

 

〇 カンファレンス（※１）に参加した場合は、別途定める様式（令和３年４月版介護報酬の       

  解釈 単位数表編 Ｐ８６９）ではなく、カンファレンスの日時、開催場所、出席者、内  

  容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写し 

（※3）を添付すること。 

 

※3：「文書の写し」とは、 

施設側が作成し、利用者又は家族に提供した情報の写し（利用者又は家族が施設側から

もらった文書）が必要。具体例として、カンファレンスに係る会議の概要、開催概要、連

携記録等。「文書の写し」がない場合、加算の算定はできない。「利用者・家族に提供さ

れた文書の写し」を保管しておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共通】 

● 利用者に関する必要な情報提供を受ける際、職員に面談を行っていない、又は行った記

録が確認できない。 

● 入院期間中に２回以上算定している。 

● 面談で得た必要な情報が、退院後の居宅サービス計画に十分に反映されていない。 

【（Ⅰ）ロ・（Ⅱ）ロ・（Ⅲ）の場合】 

● カンファレンスの要件を満たしていない。⚠運営指導にて指摘多い⚠ 

（例）・在宅の参加者が、①介護支援専門員・②訪問介護事業所の職員、③通所介護事業

所の職員（看護師）の３者（３機関）。 

⇒  ①は要件を満たすが、②③は職種が異なるため、要件を満たさない。 

   ・在宅の参加者が、①介護支援専門員・②訪問看護ステーションの看護師と理学療

法士の計３名。 

⇒ 参加人数ではなく、参加した機関数。よって、この事例では２機関のため要

件を満たさない。 

● カンファレンスの日時、開催場所、出席者、内容の要点等について、記録していない。 

● 利用者又は家族に提供した文書の写しの添付がない。 
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（算定時の確認事項） 

□ 医療機関、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設等の職員と「面談」し、利

用者の情報を得ている。 

□ 退院・退所前、若しくは退院後 7 日以内に利用者に関する必要な情報を得ている。 

□ 利用者に関する必要な情報については、厚生労働省の標準様式例又は事業所独自で作成し

た様式（厚生労働省の標準様式例に示された項目を満たしている）等を使用し、作成し、保

管している。 

□ 面談で得た必要な情報が、退院後の居宅サービス計画に反映されている。 

□ 医療機関又は施設のカンファレンスに出席した場合、医療機関又は施設側から利用者・家

族に提供された文書の写しを保存している。 

□ 医療機関又は施設で開催されたカンファレンス参加者のメンバー要件（※2）を満たして

いる。 

□ 初回加算を算定していない。 

□ 入院又は入所期間中 1 回の算定である。 

□ 退院・退所した月の翌月末までにサービス利用が開始されている。 

 

（８） 通院時情報連携加算  ５０単位 

 利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師

等に対して利用者の心身の状況や生活環境等の利用者に係る必要な情報の提供を行い、医師又

は歯科医師等から利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録し

た場合に、利用者１人につき１月に１回を限度として所定単位数を加算する。 

 

● 診察時の同席について、利用者の同意を得ていることが記録から確認できない。 

● 医師又は歯科医師から利用者に関する必要な情報の提供を受けているが、介護支援専門

員から医師又は歯科医師に対して利用者の心身の状況や生活環境等の利用者に係る必要

な情報を提供していることが記録から確認できない。 

● 医師又は歯科医師から受けた利用者に関する必要な情報が居宅サービス計画等に記録さ

れていない。 

 

（ポイント） 

○ 利用者１人につき１月に 1回まで算定できる。 

○ 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必

要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サー

ビス計画等に記録した場合に、算定を行う。 

○ 同席にあたっては、利用者の同意を得た上で、医師等と連携を行うこと。 

○ 連携にあたっては、利用者に同席する旨や、同席が診療の遂行に支障がないかどうかを事
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前に医療機関に確認しておくこと。 

〇 医師の診察に同席し、必要な情報のやりとりを行ったからといって、毎回アセスメントや

居宅サービス計画が見直しになるとは限らないため、居宅サービス計画第５表の居宅介護

支援経過に記録することで算定できる。必要な情報のやりとりの結果、アセスメントや居

宅サービス計画に変更が生じる場合は居宅サービス計画の見直しを行うこと。 

 

（算定時の確認事項） 

□ 利用者１人につき１月に 1回までの算定である。 

□ 利用者が医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席することについて、利用者の同

意を得ていることが記録上確認できる。 

□ 医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者

に関する必要な情報提供を受けた内容を居宅サービス計画等に記録している。 

 

（９） 緊急時等居宅カンファレンス加算  ２００単位 

 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅

を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域

密着型サービスの利用に関する調整を行った場合は、利用者 1人につき 1月に 2回を限度と

して所定単位数を加算する。 

 

（ポイント） 

〇 利用者 1 人につき 1月に 2回まで算定できる。 

〇 カンファレンスの実施日（指導した日が異なる場合は指導日もあわせて）、カンファレン

スに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅サービス計画

等に記載する。 

〇 当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大

幅な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大

きく変化していることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービス計画

を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど※適切に対応するこ

と。 
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（算定時の確認事項） 

□ 利用者 1 人につき 1 月に 2 回までの算定である。 

□ 病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行っ

た。 

□ カンファレンスの実施日（指導した日が異なる場合は指導日もあわせて）、カンファレン

スに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅サービス計画等

に記載した。 

□ 必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービ

スの調整を行うなど※適切に対応していることが記録上確認できる。 

  ※ 結果的に調整の必要が生じなかった場合についても評価をするものであり、算定でき

る（令和３年４月版介護報酬の解釈 ＱＡ・法令編 Ｐ１９０ Ｑ３９参照）。 

 

（10） ターミナルケアマネジメント加算  ４００単位 

 在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準（24時間連絡できる体制

を確保しており、かつ必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができること）に適合してい

るものとして、市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所が、終末期の医療やケアの方針に

関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前 14 日以内に

2 日以上（※1）、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該

利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス

事業者に提供（※2）した場合は、1 月につき所定単位数を加算する。 

※1 死亡日＋死亡日前 14 日以内＝合計 15 日のうち 2 日以上 

※2 介護支援専門員が医療機関や各指定居宅サービス事業者に頻回に情報提供、連絡調整

を行っていることを指す。 

 

● 終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握したことや、

利用者や家族の同意を得たことが記録から確認できない。 

● 訪問して得た利用者の心身の状況等の記録がない。 

● 主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等と行った連絡

調整に関する記録がない。 
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（ポイント） 

〇 事前に指定居宅介護支援事業所が、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出す

ること。 

〇 ターミナルケアマネジメントを受けることについて、利用者又はその家族の同意を得てい

ることが記録から確認できるようにすること。 

〇 在宅で死亡した利用者の死亡月に加算することとするが、利用者の居宅を最後に訪問した

日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定すること。 

〇 1人の利用者に対し、1 か所の指定居宅介護支援事業所に限り算定できる。なお、算定要

件を満たす事業所が複数ある場合には、当該利用者が死亡日又はそれに最も近い日に利用

した指定居宅サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成した事業所が算定すること。 

〇 ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者又はその家族が同意した時点

※2 以降は、次に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録すること。 

※2 同意を得た日に訪問を行ったのであれば、訪問 1日目とカウントできる。 

 ① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅介

護支援事業者が行った支援についての記録 

 ② 利用者への支援にあたり、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅 

サービス事業者等と行った連絡調整に関する記録 

 ③ 当該利用者が、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがな

いと診断した者に該当することを確認した日及びその方法 

〇 ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬

送され、24時間以内に死亡が確認される場合等については、加算の算定はできる。 

 

（算定時の確認事項） 

□ ターミナルケアマネジメントを受けることについて、利用者又はその家族の同意を得てい

ることを記録している。 

□ 利用者の心身又は家族の状況の変化及びこれらに対して居宅介護支援事業者が行った支

援について記録している。 

□ 主治の医師及び指定居宅サービス事業者等と連絡調整等連携を行った内容を記録してい

る。 

□ 該当利用者が、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない

と診断した者に該当することを確認した日及びその方法を記載している。 

□ 利用者が在宅で死亡又は死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、24 時間以内に死亡

が確認された場合であった。 

□ 死亡日＋死亡日前 14 日以内＝合計 15 日のうち 2 日以上、利用者の居宅を訪問し、記

録を行っている。 
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（11）高齢者虐待防止措置未実施減算 

指定居宅介護支援等基準第 27 条の 2に規定する措置を講じていない場合に、速やかに改

善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況

を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間

について、利用者全員について、所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数か

ら減算する。 

 

（具体例）高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない 

     高齢者虐待防止のための指針を整備していない 

     高齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施していない 

     高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない 

 

（12）業務継続計画未策定減算 

 指定居宅介護支援等基準第十九条の二第一項に規定する基準を満たさない事実が生じた場

合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準

に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数

の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

（13）同一建物等居住者に指定居宅介護支援を行った場合の報酬 

 指定居宅介護支援事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定居宅

介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者又は指定居宅介護支援事業所における１月当

たりの利用者が同一の建物に 20人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住す

る利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合に、所定単位数の 100 分の 95 に相当す

る単位数を算定する。 

 

（ポイント） 

○ 短期入所生活介護の長期利用者に関して、利用者の普段の生活環境を、ケアマネジャーが

どこで確認したかが判断基準の一つとなるため、モニタリングを同一敷地内建物等で行っ

た場合は、介護報酬が業務に要する手間、コストを評価するものであることから、減算対

象となる。なお、同月中に利用者が自宅に戻った際に、自宅でのサービス利用の様子を確

認するためにモニタリングを行った場合は減算対象とならない。 

 

（14） 運営基準減算 

 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合には、運営基準減算として減算する。 
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運営基準減算の状態が 1か月    ⇒ 所定単位数の１００分の５０に減算 

   運営基準減算の状態が 2月以上継続 ⇒ 所定単位数は算定しない 

  

【注意】運営基準減算に該当する場合、初回加算は算定できない。 

 

■減算の対象となる業務 〔単位数表別表注３、老企第３６号第３の６〕 
 

１．指定居宅介護支援の提供開始時の説明 

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、利用者は複数の指定

居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができることについて説明を行っていな

い場合には、契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

 

２．居宅サービス計画の新規作成及びその変更時のアセスメント等 

  下記のいずれかを行っていない場合は、いずれかを行わなかった月から全てを行った月の

前月まで減算すること。 

  ① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接

すること。 

  ② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等（やむを得ない事情が

ある場合を除く。）すること。 

  ③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又は

その家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利

用者及び担当者に交付すること。 

 

３．サービス担当者会議の開催 

下記のいずれかの場合にサービス担当者会議を開催していない場合は、サービス担当者会

議を開催した前月まで減算すること。 

  ① 居宅サービス計画を新規に作成した場合 

  ② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

  ③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

 

４．月 1 回の面接、モニタリングの記録 

特段の事情※のない限り、下記のいずれかを行わなかった場合、実施した前月まで減算す

ること。                  

 ① 当該事業所の介護支援専門員が一月（暦月）に一回、利用者に面接すること。 

 ② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を、毎月記録すること。  

 ※「特段の事情」については、Ｐ.16 参照 
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● 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たって、アセスメントを実施していない。 

● アセスメントについて、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接したことが

確認できない。 

● 一月（暦月）に一回、モニタリングを実施していない。 

（例）・月途中で新規に居宅サービス計画を作成し、サービスの利用を開始した利用者に対

し、当該月のモニタリングを行っていない。 

 

 

（15）特定事業所集中減算 

正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前 6月間に作成した居宅サービス計画

に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事

業者によって提供されたものの占める割合が１００分の８０を超えた場合、１月につき２００

単位を所定単位数から減算する。 

 
 

〔老企第３６号 第３の１０〕 

（１）判定期間と減算適用期間 

   居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所において作成 

された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところ 

に従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適 

用する。 

  ① 判定期間が前期（３月１日から８月末日）の場合は、減算適用期間を１０月１日か 

ら３月３１日までとする。 

  ② 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用期間を４月１日から 

   から９月３０日までとする。 
 
 

（２）判定方法 

事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪

問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護（以下「訪問介護サービス等」

という。）が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス

等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人（以下「紹介率最高法人」という。）

を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれ

かについて８０％を超えた場合に減算する。 

 【具体的な計算式】 

   居宅介護支援事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、い
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ずれかのサービスの値が８0％を超えた場合に減算。 

    当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 

÷  当該サービスを位置付けた計画数 

 

（３）算定手続 

   判定期間が前期の場合については９月１５日までに、判定期間が後期の場合について 

は３月１５日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類 

を作成し、算定の結果８０％を超えた場合については当該書類を市長村長に提出しなけれ

ばならない。なお、８０％を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所におい

て５年間保存しなければならない。 

  ① 判定期間における居宅サービス計画の総数 

  ② 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数 

  ③ 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計 

画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名 

  ④ （２）の算定方法で計算した割合 

  ⑤ （２）の算定方法で計算した割合が８０％を超えている場合であって正当な理由が 

ある場合においては、その正当な理由 

 

（４）正当な理由の範囲 

  （３）で判定した割合が８０％を超える場合には、８０％を超えるに至ったことについて

正当な理由がある場合においては、当該理由を市長村長に提出すること。なお、市町村長

が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱

う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断

に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当する

かどうかを市長村長において適正に判断するものとする。 

① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスご 

とでみた場合に５事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合 

  （例）訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として１０事業所が所在する地域

の場合、紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して、減算は適用されないが、紹

介率最高法人である通所介護事業者に対して、減算は適用される。 

  ② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合 

  ③ 判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数が 20件以下であるなど事業所

が小規模である場合 

④ 判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けら

れた計画件数が１月当たり平均１０件以下であるなど、サービスの利用が少数である

場合 
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⑤ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事 

業者に集中していると認められる場合 

  （例）利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受

けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、

支援内容についての意見・助言を受けているもの。 

⑥ その他正当な理由と市町村長が認めた場合 

 
 
 

● 基準に係る算定書類を作成しておらず、その結果を保存していない。 

● 法人ごとでなく事業所ごとに割合を算定していたため、80％を超えていることに気づか

ず、判定様式を市に提出していない。 

● 正当な理由に該当すると事業所で判断し、80％を超えているにも関わらず、判定様式を

市に提出していない。 

➡⚠注意⚠ 80％を超えている場合には、正当な理由の有無に関わらず、 

判定様式を市に提出すること。 

 

 

（ポイント） 

〇 毎年、9 月と 3 月に、全ての事業所が自ら確認すること。 

〇 ８０％を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において保存すること。 

〇 80％を超えている場合は、正当な理由の有無に関わらず判定様式を市に提出すること。 

〇 減算適用期間の 6 月間にわたり、事業所の利用者全員分が減算対象となる。 

 

 


